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岐阜県健康福祉部障害福祉課長 

 

 

教育・保育施設等におけるプール活動・水遊びの事故防止及び 

熱中症事故の防止について 

 

 

このことについて、こども家庭庁から別添のとおり通知がありましたので、お知らせし

ます。 

 各事業所・施設におかれましては、プール活動・水遊びの事故防止及び熱中症事故を防

止するために必要な対策について、改めてご確認いただき、必要な取組を実施いただくよ

うお願いします。 
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